
災害により被害を受けた方・世帯への減免制度
　火災や風水害などで被害を受けた方、世帯に対し、市が取り扱う税や保険料などの減免が適用される場合があります。

　以下をご参照のうえ、詳しくは、裏面に記載の各窓口にお問い合わせください。

　＊申請にあたっては、り災証明書が必要となります。（コピー可） [令和７年４月作成］

○り災証明書の発行について

　・風水害の場合は、各区役所市民保険年金課、各支所総務民生課が発行します。（現地調査を行います。）

　・火災の場合は、各消防署が発行します。

〔対象となる方〕
　火災、風水害等により、現に居住する住宅・家財又はその他
の財産の損害割合が３割以上に相当する人
〔減免される保険料〕
　当該事由の発生した月以降の保険料６か月分について，損害
割合に応じて減額

〔対象世帯〕
　火災、風水害等により家屋等に損害を受けた世帯
〔減免される負担額〕
　被災された月から６か月分の利用者負担額等を損害割合に
応じて減額

件　　名 内　　　容 受付窓口

後期高齢者
医療保険料

の減免

〔対象となる世帯〕
　火災、風水害等により、住宅・家財等の被害金額がその価格
の３割以上に相当する方
〔減免される保険料〕
　災害発生日以後に納期限等が到来する納付されていない当
該年度の保険料について、前年の所得や損害割合に応じて減
免

介護保険料
の減免

◆水道局
　電話受付センター

◆介護保険課
◆各福祉事務所
◆各区役所
   市民保険年金課
◆各支所
   総務民生課

市県民税
固定資産税
都市計画税

の減免

〔対象となる方〕※浸水の場合、床上浸水が対象の被害に想定されます。

①市・県民税；　火災、風水害等により、所有の住宅・家財の被
害金額（保険金、損害賠償金等で補てんされる金額を除く）がそ
の価格の３割以上で、前年の合計所得金額が１千万円以下で
ある方
②固定資産税・都市計画税；　火災、風水害等により、流出等の
被害面積が当該土地の面積の２割以上、及び家屋・償却資産
に被害を受け修理又は取替を必要とする場合で当該家屋等の
価格の２割以上の価値を減じたとき
〔減免される税額〕
①市・県民税；　り災日以後の納期分について、前年の合計所
得金額及び損害割合に応じて１/８から全額の範囲で減免
②固定資産税・都市計画税；　り災日以後の納期分について、
損害割合に応じて４割から１０割の範囲で減免（被害のあった物
件に限る）

◆就園管理課
◆各福祉事務所
◆各支所
   総務民生課

介護サービス費
の減免

〔対象となる方〕
　保険料の減免を受けた方で、居宅介護サービス等を利用され
ている人
〔減免される介護サービス費〕
　当該事由の発生した月から６か月間の介護サービス費が損害
割合に応じて減額

◆介護保険課
◆各福祉事務所
◆各区役所
   市民保険年金課
◆各支所
   総務民生課

保育施設の利用
者負担額等の減

免

水道料金・下水
道使用料の減免

〔対象となる世帯〕
　震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を
受けた世帯
〔減免される水量〕
　災害発生日の属する期の使用水量が、前年同期の使用水量
に比べ増加している水量

課税管理課

◆各区市税事務所
（償却資産について
は、課税管理課　償
却資産係）

◆各区役所
   市民保険年金課
◆各支所
   総務民生課
◆各地域センター
◆各市民サービス
  センター

医療助成課

就園管理課

介護保険課

◆医療助成課

水道局
お客様センター

下水道営業課

所管課

国民健康保険料
の減免

〔対象となる世帯〕
　火災、風水害等により、所有、かつ居住している住宅（店舗や
勤務先は対象外）及び家財（借家の家財を含む）の被害金額が
その価格の３割以上に相当する額の損害を被った方の属する
世帯（同居する親族の世帯を含む）。
〔減免される保険料〕
　当該災害の日の属する年度の保険料の半額について、前年
の総所得金額等及び損害割合に応じて６割から１０割の範囲で
減免。

◆各区役所
   市民保険年金課
◆各支所
   総務民生課

国保年金課

国民年金保険料
の免除・猶予

〔対象となる世帯〕
　１．火災、風水害等により、住宅・家財等の被害金額（保険金、
損害賠償金等で補充された金額を除く）がその価格のおおむね
２分の１以上に相当するとき。
　２．天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関す
る暫定措置法第２条の規定に基づく「被害農林漁業者等」の認
定を受けたとき。
〔免除される期間〕
　災害が発生した月の前月分以降で必要と認める期間。納付済
みの期間は対象外。



お問い合わせ先一覧表
◇減免についてのお問い合わせ先 [令和７年４月作成］
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◇り災証明についてのお問い合わせ先

※

※

※

※

※の表示をしてある窓口へは、市役所代表電話からおつなぎすることができます。

市県民税

　課税管理課（市民税企画係） 　（０８６）８０３－１１６７

　（０８６）８０３－１２０９

　（０８６）２５１－６５３０

　東区福祉事務所

　（０８６）８０３－１１８１

　（０８６）８０３－１１３０

　（０８６）９０１－１６１７

　（０８６）９４４－５０２２

各支所

　北区中央福祉事務所

　（０８６）２３０－０３２１

　（０８６）９０１－１２３１

　（０８６）９４４－１８２２

保育施設の
利用者負担額

　灘崎支所総務民生課

　（０８６）７２４－１１１１

　（０８６）９０２－３５１７

　（０８６）８０３－１４３２

　（０８６）８０３－１２１７

　（０８６）９４４－５０１４

　（０８６）９０２－３５１３

　（０８６）９０２－３５１１

直通電話番号

　（０８６）８０３－１１７９・１１８０

　（０８６）９０１－１６１１

　（０８６）８０３－１１７６・１１７７　北区市税事務所（市民税担当）

　中区市税事務所（市民税担当） 　（０８６）９０１－１６０９

担当（受付）窓口

　（０８６）９４４－５０１１

件　　名

　東区市税事務所（市民税担当）

　南区市税事務所（市民税担当）

　東区市税事務所（資産税担当）

国民健康保険料及び
国民年金保険料

　北区役所市民保険年金課（国保年金係）

　中区役所市民保険年金課（国保年金係）

　東区役所市民保険年金課（国保年金係）

　南区役所市民保険年金課（国保年金係）

　課税管理課（償却資産係）

固定資産税
都市計画税

　北区市税事務所（資産税担当）

　中区市税事務所（資産税担当）

　南区市税事務所（資産税担当）

後期高齢者医療保険料 　医療助成課（長寿医療係）

介護保険料

介護サービス費

　介護保険課（保険料係）

　介護保険課（資格給付係）

　（０８６）８０３－１２４２

　（０８６）８０３－１２４１

　北区北福祉事務所

　就園管理課

　中区福祉事務所

　瀬戸支所総務民生課

担当（受付）窓口

　下水道営業課

　御津支所総務民生課

　建部支所総務民生課

　（０８６）３６３－５２０１

　（０８６）９５２－１１１２

　（０８６）８０３－１１１８

　（０８６）２５６－１１１９

　北区役所市民保険年金課（福祉総務係）

　南区西福祉事務所

　南区南福祉事務所

　（０８６）２８１－９６２０

　中消防署

　東消防署

　（０８６）９４４－５０１７

　（０８６）２２６－１１１９

　（０８６）２７５－１１１９

直通電話番号

　（０８６）９０２－３５１５

　中区役所市民保険年金課（福祉総務係） 　（０８６）９０１－１６１５

　（０８６）８０３－１４８５

　岡山市役所（電話交換）

り災証明書の発行
（風水害など）

　＊各支所総務民生課の番号は、上欄をご確認ください。

　東区役所市民保険年金課（福祉総務係）

　南区役所市民保険年金課（福祉総務係）

代表電話

　南消防署

　北消防署

　西消防署

水道料金

　（０８６）７２２－１１１２

　（０８６）２６２－０１１９

　（０８６）８０３－１０００

り災証明書の発行
（火災）

　（０８６）９４２－９１１９

件　　名

　水道局電話受付センター 　（０８６）２３４－５９５９

下水道使用料


